
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 管 理 部 契 約 課 

令和４年１０月改訂 

 

府 中 市 

総合評価方式ガイドライン 



 

- 1 - 
 

１ 総合評価方式の目的 

  公共工事の品質確保を図ることを目的として、平成１７年４月に、「公共工事の品質

確保の促進に関する法律」（以下、「品確法」といいます。）が施行されました。この中

で、地方公共団体も、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する

施策を策定し、及び実施する責務を有するものとされています。本市においても、建

設業者の技術的能力を適切に審査し、価格と品質が総合的に優れた調達を実現するた

め、品確法に位置づけられた入札方式である総合評価方式を試行的に平成２３年度か

ら導入しておりますが、令和元年の本市職員による官製談合防止法違反事件を受け、

契約制度の見直しを行う中で、工事請負契約の入札において、総合評価方式を本格導

入することとしました。 

  本格導入にあたって、新たに、優良工事表彰の受賞や法定外労働災害補償制度の加

入、建設キャリアアップシステムの登録を評価項目に取り入れるなど、工事品質の確

保を図るとともに、労働環境の向上にもつながるよう、内容を見直しました。 

 

２ 総合評価方式の概要 

  総合評価方式は、価格と品質を数値化した「評価値」が最も高い者を落札者とする

ことにより、価格と品質の面で総合的に優れた施工業者を選定する入札方式です。総

合評価方式においては、新しい施工方法や施工上の工夫などの施工計画、同種工事の

施工実績、工事成績等が評価の対象となります。 

  

３ 府中市の総合評価方式 

（１） 採用する類型 

本市では、総合評価方式の類型のうち、技術的な工夫の余地が少ない一般的な工

事において、施工計画は評価の対象とせず、同種工事の工事成績や配置予定技術者

の保有資格など、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する「市町村向

け簡易型（特別簡易型）」を採用します。 

（２） 対象となる工事 

  原則として、競争入札に付す予定価格５００万円以上の工事とします。 
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（３） 評価値の算定 

価格評価点と技術評価点の合計を評価値とします。 

ア 価格評価点の算定式は、次のとおりです（小数点以下第３位を四捨五入）。 

【入札価格≧調査基準価格の場合】 

１００×（１－入札価格／予定価格） 

【入札価格<調査基準価格の場合】 

調査基準価格の価格点－（１００×（１－入札価格／予定価格）－調査基準価格の 

価格点）－０．５ 

※低入札価格調査の算出基準については、「６（２）調査基準価格」を参照。 

 

（例１）調査基準価格が予定価格の９２％の場合のイメージ 
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（例２）調査基準価格が予定価格の７５％の場合のイメージ 
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イ 技術評価点は、次のとおりです。 

技術評価項目の合計評価点（ただし、合計評価点が０点を下回る場合は、０点） 

（４） 落札者の決定 

予定価格以下の入札価格で入札した入札参加者のうち、⑶により算定した評価値が

最も高い業者を落札者とします。落札者が２者以上あった場合は、くじにより落札者

を決定します。 

また、評価値が最も高い入札参加者の入札価格が公共工事低入札価格調査制度の調

査基準価格未満であるときは、府中市公共工事低入札価格調査制度取扱要綱の規定に

より、府中市低入札価格審査委員会による審査を経て落札者を決定します。ただし、

当該入札が同制度の失格基準額を下回っていた場合、調査は行わず、失格とします。 

（５） 資料の提出 

入札参加希望者は、入札参加申請に当たり、入札の告示の表示に基づいて、技術評

価点の評価のために必要な同種工事の工事成績評定、優秀工事表彰、配置予定技術者

の資格、下請契約、建設業退職金共済制度等の加入、障害者雇用、育児・介護休業制

度、ボランティア活動、ＩＳＯ１４００１の取得等、法定外労働災害補償制度の加入、

建設キャリアアップシステムの登録などを証する技術評価資料を提出するものとし

ます。 

（６） 技術評価項目及び配点 

技術評価項目及び配点は、総合評価方式の技術評価項目（別表１）のとおりです。 

 

４ 総合評価方式の手続き 

（１） 学識経験者への意見聴取 

次の場合に、学識経験者からの意見聴取を行うものとします。 

ア 入札に当たり落札者決定基準を定めるとき。 

イ 落札者を決定するとき。ただし、アにおいて、落札者を決定するときに改めて意

見を聴く必要があるとされたときに限ります。 

（２） 指名業者審査委員会の審査 

評価項目や対象案件の見直しを行う場合、府中市指名業者審査委員会による審査を 
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経ることとします。 

（３） 情報の公開 

落札者を決定した場合は、速やかに入札者の価格評価点、技術評価点及び評価値 

を公表します。なお、入札参加事業者から希望があれば、当該業者の評価の内訳を 

開示します。また、評価内容について説明を求められたときは、これに応じること 

とします。 

 

５ 総合評価方式の流れ 
   落 札 者 決 定 基 準 （ 技 術 評 価 項 目 ） の 作 成 ・ 改 定  

             ↓ 
   学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取  

             ↓ 
   府 中 市 指 名 業 者 審 査 委 員 会 の 審 査（条件付一般競争入札の場合） 

             ↓ 
   入 札 の 告 示 

             ↓ 
入 札 参 加 申 請 

          ↓ 
   府 中 市 指 名 業 者 審 査 委 員 会 の 審 査（工事希望型指名競争入札の場合） 

             ↓ 
入 札 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 

             ↓ 
   質 問 締 切 ・ 質 問 回 答 

             ↓ 
   入 札 ・ 技 術 評 価 資 料 の 提 出 

             ↓ 
   技 術 評 価 点 の 算 定 

             ↓ 
開 札 ・ 評 価 値 の 算 定 

             ↓ 
   落 札 者 の 決 定 
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６ 低入札価格調査について 

 （１） 低入札価格調査の概要 

低入札価格調査の対象となった場合、審査に必要な書類の提出を求めます（提出 

締切日は原則として依頼日の３日後）。審査項目は下記のとおりです。 

 ア その価格により入札した理由 

 イ 見積内訳書の数量及び単価の状況（比較表） 

 ウ 手持工事状況と技術者の配置予定 

 エ 手持資材の状況及び資材購入予定 

 オ 手持機械の状況及び機械の配置予定 

 カ 労働者の確保計画及び配置予定 

 キ 建設副産物の搬出予定 

 ク 安全対策の予定 

 ケ 過去に施行した公共工事名、発注者名及び成績状況等 

 コ 経営状況（取引金融機関、保証会社等） 

 サ 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請け代金の支払遅延状 

況、その他） 

   シ その他必要事項 

 

（２） 調査基準価格 

調査基準価格の算出方法は次のとおりです。 

① 直接工事費 × ９７％（解体工事については×８０％） 

② 共通仮設費  ×  ９０％  

③ 現場管理費  ×  ９０％  

④ 一般管理費  ×  ６８％ 

⑤ 有価物処分費×１００％ 

（（①＋②＋③＋④＋⑤）＋消費税及び地方消費税）÷税込予定価格＝適用率 

税抜予定価格×適用率＝調査基準価格 
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（３） 失格基準 

失格基準価格の算出方法は次のとおりです。 

   調査基準価格×０．９５＝失格基準価格 

   失格基準価格を下回った入札については、低入札価格調査は行わず、失格となりま 

す。 

また、調査を経て落札決定に至った事業者は、契約保証金を契約金額の２０％以上 

納付するか、補償額２０％以上の履行保証保険、契約保証等への加入が必要です。 

ただし、契約金額７億円以上（消費税及び地方消費税を含む）の場合は、役務保証 

付きの公共工事履行保証証券（付保割合４０％）に加入することが必要です。 

なお、調査の対象となったことで契約締結を辞退する場合は、辞退届（任意書式） 

を提出してください。その場合は、原則として指名停止の対象とはなりません。 

 

６ その他 

（１） 虚偽の申請及び悪質な行為について 

虚偽の申請、その他悪質な行為があった場合には、府中市業者指名停止基準に基づ

く措置を講ずるほか、当該事業者の入札を無効とします。 

 

（２） 評価値や項目、配点について 

このガイドラインによる評価値の算定方法、配点等は、必要に応じて見直しを行う

こととし、落札者決定基準（技術評価項目）については対象事業（工事）の内容によ

り、特記すべき項目又は採用しない項目がある場合には、事業（工事）を行う主管課

長と契約課長で協議のうえ評価項目を決定することとします。 
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別表１ 

総合評価方式の技術評価項目 

技術評価項目 評価基準 評価点 配点 

企 

業 

の 

技 

術 

力 

企
業
の
施
工
力 

府中市発注の同種工事

の成績評定 
（昨年度までの過去３

年間のうち直近２件

の平均） 

90 点以上 ４ 

４ 

85 点以上 90 点未満 ３ 

80 点以上 85 点未満 ２ 

75 点以上 80 点未満 １ 

75 点未満 ０ 

同種工事の優秀工事表

彰 
（過去３年間に表彰を 

受けているか） 

府中市 ２ 

２ 東京都又は都内市区町村 １ 

表彰を受けていない ０ 

配
置
予
定
技
術
者 

保有資格 

１級技術者 ２ 

２ ２級技術者 １ 

その他の技術者 ０ 

地

域

へ

の

貢

献 

入
札
参
加
業
者
等
の
所
在
地 

事業者及び下請予定事

業者の所在地 
｛（①×Ⓐ＋②×Ⓑ）｝ 

／１００ 
※小数点以下第２位ま

で表記 

① 
府中市内本店による自社施工の割合＋ 
府中市内本店業者への下請の割合 
（単位：％（整数）） 

Ⓐ 
掛け率 

４ 

４ 

② 

府中市内支店・営業所による自社施工

の割合＋ 
府中市内支店・営業所への下請の割合

（単位：％（整数）） 

Ⓑ 
掛け率 

２ 

企業共同体（ＪＶ） 
構成員及び下請予定事

業者の所在地 
｛（①×Ⓐ＋②×Ⓑ）｝ 

／１００ 
※小数点以下第２位ま

で表記 

① 

府中市内本店の構成員の施工の割合＋ 
府中市内に本店がある業者への下請の

割合 
（単位：％（整数）） 

Ⓐ 
掛け率 

４ 

４ 

② 

府中市内支店・営業所の構成員の施工

の割合＋ 
府中市内に支店・営業所がある業者へ

の下請の割合（単位：％（整数）） 

Ⓑ 
掛け率 

２ 
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地 

域 

密 

着 

度 

及 

び 

貢 

献 

度 

本市と災害時の応援等

に係る協定を締結して

いる団体への所属 

所属している １ 

１ 

所属していない ０ 

市内におけるボランテ

ィア活動実績（３年以上

継続的に実施している

こと） 

２つ以上のボランティアを実施 ２ 

２ １つのボランティアを実施 １ 

なし ０ 

障害者雇用の取組み 
あり １ 

１ 
なし ０ 

男女共同参画の推進(育
児・介護休業制度等の有

無) 

あり １ 
１ 

なし ０ 

法定外労働災害補償制

度加入 

加入している 1 

１ 
加入していない ０ 

建設キャリアアップシ

ステムの登録 

登録している １ 
１ 

登録していない ０ 

環
境
配
慮 

ISO14001 又はエコアク

ション 21 の取得の有無 

あり １ 
１ 

なし ０ 

 



 

- 9 - 
 

（注）総合評価方式の技術評価項目の詳細 

 

【ことばの定義】 

・同種工事：電子調達サービスにおける業種名が同一の工事。 

・告 示 日：条件付一般競争入札・工事希望型指名競争入札の告示日及び指名競争入 

札における指名通知日 

 

１ 工事成績 

入札の告示日の前年度から過去３年以内に完了した同種の工事（出資比率３０％以

上のＪＶによる工事を含みます。）で、府中市発注の直近２件の工事成績評定点の平均

点とします（小数点以下第１位を四捨五入）。工事実績が３年間で１件のときは、当該

工事の成績に７０点を加点し、２で除した点数（小数点以下第１位を四捨五入）で評

価します。また、工事実績が３年間に１件もない場合は、評価点は０点とします。 

なお、直近とは工期満了日で判断することとし、複数案件が同一の工期満了日であ

った場合は、点数の高い工事を対象とします。 

【例】令和３年１０月１日告示の場合、平成３０年４月１日から令和３年３月３１日ま 

でに施工が完了した工事のうち、直近２件を評価の対象とします。 

 

２ 同種工事の優秀工事表彰 

府中市又は東京都・都内市区町村発注の同種工事（出資比率３０％以上のＪＶによ

る工事を含みます。）で、入札の告示日から過去３年以内に表彰を受けた実績を評価し

ます。 

なお、複数回表彰を受けていたとしても、府中市の案件が含まれていれば２点、含

まれていなければ１点として加点します。 

【例】令和３年１０月１日告示の場合、平成３０年１０月２日から令和３年１０月１ 

日までに表彰を受けていれば評価の対象とします。 

 

３ 配置予定技術者 
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建設業法で規定する１級技術者、２級技術者及びその他の技術者とし、複数の資格

を持つ場合は、そのうちの上位の資格とします。 

また、配置予定技術者は、工事の完了まで変更できないこととします。ただし、配

置予定技術者の事故、疾病等による場合で、市が認めたときはこの限りではありませ

ん。なお、この場合、変更後の「配置予定技術者」の評価点は、変更前の評価点以上

となることとします。 

 

４ 入札参加業者等の事業所の所在地 

入札参加事業者の府中市との契約締結権限を有する者を置く事業所の所在地及び下

請予定事業者の事業所の所在地を評価します。府中市内に本店がある場合と支店・営業

所がある場合で配点が異なります。 

また、建設共同企業体（ＪＶ）にて入札に参加した場合は、出資比率に応じて構成員

施工分の加点を計算します。 

なお、工事完了後に自社施工分や下請金額の実績を改めて評価し、実績の点数が入札

時に申し出た点数に満たなかった場合、１年間、全業種の工事案件において、総合評価

の技術点の合計から４点を差し引くこととします。 

  発注者側の都合により契約変更を行った結果、市外業者等と新たに下請契約を締結 

することが必要となって申出の点数に満たさなくなった場合、契約変更によって生じ 

た工事を当該下請業者が施工したことが明確であると判断されれば、当該下請契約の 

施工分は元請業者の施工分として計算することとします。 

 

【例】３ＪＶ案件の場合 

〔技術点評価時〕 

 

 

 

①市内本店加点の計算 

 

※構成員施工分７０％・下請施工分３０％（市内本店業者２０％・市外業者１０％） 

・Ａ社：市外・出資比率５０％ 

・Ｂ社：市内支店・出資比率３０％ 

・Ｃ社：市内本店・出資比率２０％ 

Ｃ社施工分１４％（構成員施工分７０％×出資比率０．２（２０％））＋市内本店下請２０％＝３４％ 

加点 （３４％×掛け率４点）／１００＝１．３６点 
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 ②市内支店・営業所加点の計算 

 

 

 

加点合計 １．３６点＋０．４２点＝１．７８点 

 

〔施工後の評価〕 

 

 

 

①市内本店加点の計算 

 

 

 ②市内支店・営業所加点の計算 

 

 

 

加点合計 １．４６４点＋０．４３８点＝１．９０２点 

技術点評価時１．７８点＜施工後の評価１．９０２点 「評価点達成」 

  

５ 本市と災害時の応援等に係る協定を締結している団体への所属 

本市の地域防災計画に基づいて、災害時の応援等に係る協定を締結している団体に

所属している事業者について加点評価します。 

 

６ ボランティア活動の有無（市内実績） 

事業者として取り組み、無償で地域社会貢献のために行う活動が該当します。 

（例） 

・会社周辺の道路、河川、公園等の清掃、ごみ拾い、草刈り等 

Ｃ社施工分１４．６％（（構成員施工分７３％×出資比率０．２（２０％））＋市内本店下請２２％＝３６．６％） 

加点 （３６．６％×掛け率４点）／１００＝１．４６４点 

Ｂ社施工分２１％（構成員施工分７０％×出資比率０．３（３０％）） 

加点 （２１．９％×掛け率２点）／１００＝０．４３８点 

・契約金額：５００，０００，０００円 

・市内本店業者への下請契約金額：１１０，０００，０００円（２２％） 

・市外業者への下請契約金額： ２５，０００，０００円（５％） 

・構成員施工分３６５，０００，０００円（７３％） 

（５００，０００，０００円－１１０，０００，０００円－２５，０００，０００円） 

Ｂ社施工分２１％（構成員施工分７０％×出資比率０．３（３０％）） 

加点 （２１％×掛け率２点）／１００＝０．４２ 
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・福祉施設への慰問 

・防犯パトロール 

・その他広く地域社会への貢献活動（総務省により消防団協力事業所表示制度、 

法務省による保護観察者等協力雇用主制度、東京都による自主的緑化事業等） 

ボランティア活動への取り組み実績については、３年以上継続していることを条件と

し、期間の算定は工事成績と同様に入札の告示日から過去３年とします。 

また、ボランティア活動には、東日本大震災の被災者支援についての実績も含みます。 

なお、ボランティア活動の活動状況については、事業者作成のボランティア活動計画

書及び実績書、写真、パンフレット等の提出により実績確認を行うこととします。 

※ 企業共同体（ＪＶ）を条件とした案件の場合には、代表者を含む構成員全体の状況

をもって評価します。 

 

７ 障害者の雇用 

入札告示日現在で雇用期間１年以上の障害者雇用を対象とします。 

 

８ 男女共同参画の推進（育児・介護休業制度等） 

育児・介護休業制度、それに伴う短時間勤務制度等の措置で、入札告示日現在、就

業規則に記載のあるものをいいます。 

 

９ 法定外労働災害補償制度加入 

  入札告示日現在の加入状況を条件として評価します。 

 

１０ 建設キャリアアップシステムの登録 

  入札告示日現在の登録状況を条件として評価します。 

 

１１ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１の取得状況 

入札告示日現在の取得状況を条件として評価します。 
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別表２ 

提出書類 
評価項目 提出書類 

企 

業 

の 

技 

術 

力 

企
業
の
施
工
力 

府中市発注の同種工事の成績評定 
（昨年度までの過去３年間のうち直近２件の

平均） 
なし 

同種工事の優秀工事表彰 
（過去３年間に表彰を受けているか） 

府中市以外で表彰を受けた場合は、表

彰を受けたことが分かるもの及び当該

工事の工種が分かるもの（ＪＶの場合

は出資比率が分かるものの提出も必要

です） 
配
置
予
定

技
術
者 

保有資格 
資格者証の写し 
（過去の案件や現場代理人等の調査で

提出済みの場合は不要です） 

地

域

へ

の

貢

献 

入
札
参
加
業
者

等
の
所
在
地 

事業者及び下請事業者の所在地 なし 

企業共同体（ＪＶ）構成員及び下請事業者の

所在地 なし 

地
域
密
着
度 

及
び
貢
献
度 

本市と災害時の応援等に係る協定を締結して

いる団体への所属 

協定を締結していること又は団体に属

していることを証明できるもの（過去

の案件で提出済みの場合は不要です） 

市内におけるボランティア活動実績（３年以

上継続的に実施していること） 

事業者作成のボランティア活動計画書

及び実績書、写真、パンフレット等（当

該年度で一度提出している場合は不要

です） 

社

会 
性 

労
働
環
境 

障害者雇用の取組み 

障害者手帳の写し 
（過去の案件で提出済みの場合（有効

期限内のもの）は不要です） 
・ 

雇用していることを証明できるもの 

男女共同参画の推進(育児・介護休業制度等の

有無) 

就業規則、労働協約等の写し 
（過去の案件で提出済みの場合は不要

です） 

法定外労働災害補償制度加入 

なし 
（経営事項審査結果通知書で確認しま

す。加入等を証明できる書類を求める

ことがあります） 

建設キャリアアップシステムの登録 

不要 
（建設キャリアアップシステムのホー

ムページで確認できない場合や入札告

示日現在の登録の有無が確認できない

場合、書類を求める場合があります） 

環境

配慮 
ISO14001又はエコアクション 21の取得の有

無 

取得したことを証明できる書類（経営

事項審査結果通知書で ISO14001 の取

得を確認できる場合は除きます） 

 ※上記によらず、必要書類を別途求める場合があります。 


